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1． 業務名　　　　カーテン購入業務

２．案件番号　　　　第　７－２７－８　号

３．納入期限　　　　令和８年３月３１日（火）

４．納入場所　　　　三宅町交流まちづくりセンター

５．見積合わせに参加する者に必要な資格
　　　次に掲げる事項に該当する者が、入札に参加できるものとする。
（１）競争入札参加資格審査申請書（物品購入等）のうち、営業種目区分「Ｖ．一般用品－３．室内装飾」の登録業者であって、三宅町オープンカウンタ－方式による見積合わせ実施要領（以下、実施要領という）第６各号に示す参加資格を満たすもの。
（２）本仕様書に示す物品を確実に納入できる者。

６．購入備品及び仕様
　　（１）カーテン本体
	サイズ品番
	ＳＢ－9011(9469，9470)エコ

	加工
	2倍ヒダ、形状記憶加工

	サイズ
	Ｗ8,000mm×H2,700mm

	素材
	防炎加工済み（防炎ラベル付き）

	色
	品番指定色（変更不可）

	付属品
	必要なフック、ランナー等一式

	備考
	縫製・吊り元位置の指定がある場合は事前協議


　　
（２）設置工事条件（重要）
　　　　　以下の費用は見積価格にすべて含むものとする。
・レール取り付け工事費
・取り付け位置の現地確認
・設置に付随する必要なアンカー・ビス等
・既存レールの撤去が必要な場合の撤去費
・廃材処分費
・運搬費、出張費、諸経費一式

７．同等品協議
　　　同等品による見積は認めないものとする。ただし、やむを得ない場合に限り、本仕様書第６に示す条件を満たす備品について、別紙の同等品協議書を
１２月２２日（月）までに担当課あて提出し、承認を得ること。

８．質疑
（１）見積合わせに関する質問は、実施要領第８によることとし、質問書を使用してください。
（２）受付期間：令和７年１２月２２日（月）午後５時００分まで
（３）提出先:未来共創室（メール：miimo@town.miyake.lg.jp　）

９．納入および設置方法
　　　担当課の指示する場所に納入することとし、納入時期は事前連絡のうえ決定すること。
（１）履行期間内において、納入日時等については三宅町役場未来共創室担当者との打合せを確実に行うこと。
（２）納入の際に発生した廃棄物については、受注者の負担により適切に廃棄すること。
（３）納入の際に建物や設備等に損傷を与える恐れがある場合は、適切な養生等を行い納入すること。
（４）納入の際に施設設備及び物品に損傷を与えた場合は、速やかに担当者に報告し、原状に復すること。その場合に費用等が発生する場合は受注者において負担すること。
（５）納入および設置時はセンターの来館者導線に配慮し、安全を確保すること。

１０．検査および保証
　　（１）納入後、担当課による検査を実施し、仕様に適合したものと認められた時点で納品完了とする。
　　（２）納入物品に瑕疵が発見された場合は、納入後1年以内に受注者の責任において無償で修理・交換を行うこと。
１１．厳守事項
（１）この事業遂行上知り得た事項を第３者に漏らしてはならない。
（２）法令、その他指導等を誠実に守ること。
（３）見積価格（税抜）には、運搬・荷造費を含めること。
（４）納品については、必ず職員の立会いを受けること。

１２．支払方法
　　　請求書受領後３０日以内に支払う。

１３．担当課
三宅町役場　未来共創室（担当：山内・黒田）　　
電話　０７４５－４４－３０８２

１４．その他
本仕様書に定めがない事項で、疑義が生じた場合は、当事者間で協議、調整を行い決定するものとする。

　
